
ともに生きる社会
かながわ憲章
ポータルサイト

福祉子どもみらい局共生推進本部室共生企画グループ
電話：(045)210-4961(直通) Mail：tomoiki.info.28gj@pref.kanagawa.lg.jp

・１年をとおして、様々なイベントを実施しています！（一例）

• 「ともに生きる社会かながわ憲章」の理念のもと、健常者も障がい者も、誰もがその人らしく過ごす
ことのできる、ともに生きやすい、「ともいき」社会を目指すため、多様な方が、気軽に参加し、一
緒に楽しむことができる様々なイベントを開催しています！

ともに生きやすい、「ともいき」社会を目指す取組

障がい者アートの展覧会、「ともいきアート展」表彰式 誰もが一緒に楽しめる「ともいきゆうえんち」 誰もが気軽に農作業ができる「ユニバーサル農園」

※他にも様々な事業を実施しています。その中から、企業様から希望の
あった事業に活用させていただきます！お気軽にご連絡ください。

「ともいきアート展」にて協賛企業様のパネル紹介
や広報媒体にて企業名クレジットの掲載をさせてい
ただきました！

「ともいきアート展」にて協賛企業様からいただい
た協賛金を活用したイベント（e-lamp.DAY）を開
催しました！

ご寄附への御礼（ご寄附の時期や金額等により異なります。）

・動画や広報媒体における企業名クレジットの掲載
・知事感謝状の贈呈

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m8u/cnt/f535463/index.html

